
船舶事故調査報告書 

平成３０年７月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年２月２１日 ０５時００分ごろ 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市沖
おき

ノ島北北東方沖 

沖ノ島灯台から真方位０１５°２８.２海里付近 

（概位 北緯３４°４２.０′ 東経１３０°１５.０′） 

事故の概要 漁船第三栄
えい

興
こう

丸は、操業中、漁船第一栄
えい

興
こう

丸に衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年４月１１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第三栄興丸、８５トン 

１３３５１７、海興水産株式会社 

Ｂ 漁船 第一栄興丸、８０トン 

１３６４１２、海興水産株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 操舵室右舷側の窓ガラスに破損 

Ｂ 左舷船首部の錨台に曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風速 約１０m/s 

海象：波高 約２ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、大中型まき
．．

網漁業船団の灯船で、船長Ａほか６人が乗り組

み、また、同船団の網船であるＢ船は、船長Ｂほか１７人が乗り組

み、沖ノ島北北東方沖で操業していた。 

Ａ船は、環巻き（まき
．．

網で魚群を囲い込み、まき
．．

網の海底側の底辺

のワイヤを巻き上げて口を絞ること。）を終え、Ｂ船に浮子綱を取り

付けようとして、Ｂ船と約１０ｍ離れた場所から後進してＢ船の左舷

舷側に接近し始めたところ、Ｂ船に近づき過ぎたので、Ｂ船との間隔

を開こうとして前進したとき、左舷方から風を受けて右舷方に圧流さ

れ、Ａ船の右舷中央部がＢ船の左舷船首部に衝突した。 

分析 Ａ船は、沖ノ島北北東方沖において操業中、Ｂ船に近づき過ぎたこ

とから、風を受けて圧流された際、Ｂ船に衝突したものと考えられ

る。 

原因 本事故は、夜間、沖ノ島北北東方沖において、Ａ船が、操業中、Ｂ

船に近づき過ぎたため、風を受けて圧流された際、Ｂ船に衝突したも

のと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



・強風時に僚船に接近する際は、圧流に備え、適切な距離を保つこ

と。 

 


